
○貸付条件（※）・貸付状況	 （※）令和2年4月現在

種 類
貸付条件 令和2年度末�貸付金推計

利率（年） 最高限度額 償還期間 措置期間 件　数 貸付金額 割　合

普通貸付 1.26%  2,000千円 　120月   ――月 401件 234,000千円 15.59%

住宅貸付 1.26  18,000  360  ―― 491  1,072,000  71.39

災
害
貸
付

家財 0.93   2,000  120  ―― 0  0  0.00

住宅 0.93  18,000  360  ―― 2  3,000  0.19

再貸付 0.93  19,000  360  ―― 0  0  0.00

在宅介護対応住宅貸付 1.00   3,000  330  ―― 13  11,000  0.73

特
別
貸
付

医療 1.26   1,000  120  ―― 1  300  0.02

入学 1.26   2,000  120  ―― 56  28,600  1.90

修学 1.26  10,800  150  72 154  136,000  9.06

結婚 1.26   2,000  120  ―― 16  14,600  0.97

葬祭 1.26   2,000  120  ―― 2  2,300  0.15

高額医療貸付 無利息 高額療養費相当額 高額療養費が支給されるとき支給さ
れる額より償還する。 0  0  0.00

出産貸付 無利息 出産費・家族出産
費相当額

出産費等が支給されるとき支給され
る額より償還する。 0  0  0.00

合 計 1,136  1,501,800  100

新役員及び新組合会議員の紹介

　1月31日に市町村長側における理事補欠選挙が行われ、東川裕氏（御所市長）が理事に当選され、2月19日開
催の第163回組合会におきまして、市町村長側監事の補欠選挙が行われ松井正剛氏（桜井市）が当選されました。
　また、市町村長側組合会議員で理事の北岡篤氏（前吉野町長）が2月21日に町長の職を退任したことに伴い、	
3月6日に議員の補欠選挙を行いました結果、車谷重高氏（天川村長）が当選され、同日付で組合会議員に就任さ
れました。なお、それぞれの任期は前任者の残任期間となる令和2年11月30日までとなります。

組合員にかかる給付方法と医療費通知等に関する同意について

　本組合では、皆さんが医療機関等の窓口で高額な自己負担額を支払った場合、組合員からの請求に基づ
かず、医療機関等からの診療報酬明細書（レセプト）に基づき高額療養費や一部負担金払戻金、家族療養費
附加金の給付をしています。また、医療費や健康に関心を持っていただくことを目的に世帯単位で医療費通
知等を作成しています。
　これらの取扱いについては、本人の同意が求められていることから、下記のことについて、皆さんからのご
異議がなければ同意されたものとみなしますのでご了承ください。

①�高額療養費、一部負担金払戻金等を本人の請求に基づかずに支給すること。

②�｢短期給付決定及び送金通知書｣（一覧表）を所属所長に送付すること。

③�｢医療費通知｣等を世帯単位で作成すること。

　なお、①について同意されない場合は、高額療養費、一部負担金払戻金等は、組合員の皆さんが、その都度
共済組合へ請求していただくことになります。
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